
 

奈良県中央卸売市場再整備の基本方針 

 

１．基本的な考え方 

・中央卸売市場の再整備に関する基本的な考え方は次のとおりとし、持続可能

で「産地や実需者（小売業者、飲食店等）、消費者から選ばれる」市場づくり

を目指す。 

・食の流通拠点としての機能を備え、奈良県民の食の安全・安心を確保する「市

場エリア」と、本市場の機能や立地を活かし、地域の賑わいを創出する「賑

わいエリア」について、親和性のある一体的な整備を行う。 

・「市場エリア」では、老朽化した市場施設を建て替え、コンパクト化するとと

もに、市場機能の高機能化や効率化を図ることで、本市場の競争力を強化し、

県民に対し、多種多様で安全・安心な生鮮食料品等を安定的に供給する。 

・「賑わいエリア」は、奈良の「食」の魅力を発信するとともに、県民・観光客

に県内農産物や本市場の取扱食材を提供することや市場の強化・活性化につ

ながる機能を備えること等により、「市場エリア」と相互に連携を図り、「食」

を通じた賑わいや交流が生み出されることを目指す。 

・中央卸売市場の再整備にあたっては、「再生可能エネルギー」の利活用や「省

エネ」といった環境に配慮した取組等を行うこととする。 

・魅力ある「市場ブランド」の創出により、本市場で取り扱う生鮮食料品の付

加価値を向上し、他市場との差別化を図り、競争力を強化する。 

 

２．市場機能の高機能化・効率化等（市場エリア） 

・人口減少に伴う食料消費の減少や流通チャネルの増加による市場経由率の低

下等に伴う市場間競争の激化、消費者ニーズの変化等を踏まえ、下記内容に

着目した施設を整備し、市場機能の高機能化、効率化を行うことで、食の流

通拠点機能を充実させ、持続可能な市場を目指す。 

（１）市場施設のコンパクト化 

（２）物流動線の整理や業務の共同化等による効率化 

（３）食の安全・安心への配慮 



①閉鎖型施設や全天候型施設の導入 

②ＨＡＣＣＰの考え方による衛生管理やコールドチェーン化 

 

３．「食」を通じた地域の賑わい拠点創出（賑わいエリア） 

・市場の特性と立地条件を最大限活用し、市場エリアとの連携による「食」と

親和性の高い一般消費者向けの賑わいを創出する。 

・マルシェやフードホールといった物販・飲食施設を整備することで、奈良県

産をはじめとした本市場の新鮮な食材を購入する楽しみや食べる楽しみを県

民や観光客など数多くの人たちに届ける。 

・子どもから大人まで、地域内外の多様な世代が集い、「食」を通じて交流する

こと等による賑わいを創出する。 

・「賑わいエリア」には、食品加工機能や物流機能を有する施設等、市場の機能

強化、活性化に資する施設についても、本市場の魅力向上につながり、賑わ

い創出にも寄与することから、整備を可能とする。 

 

４．中央卸売市場を核としたまちづくり・周辺施設等との連携 

・再整備された中央卸売市場を地域に開かれた市場として、地域の個性や魅力

を再構築するための核となる拠点と位置づける。 

・本市場周辺に位置するまほろば健康パークや京奈和自転車道等との連携につ

いて検討を進める。 

・近隣の宿泊施設、飲食施設等との連携を進める。 

 

５．施設整備の手法、手順等 

・中央卸売市場の再整備にあたっては、官民連携手法の積極的活用を基本とし、

「市場エリア」と「賑わいエリア」の親和性のある一体的な整備を念頭に置

きながら、先行して｢市場エリア｣を整備する事業者募集を行う。なお、事業

者が応募する際には、「賑わいエリア」の整備に係るアイデアの提案も可能と

する。 

・｢市場エリア｣の整備中に、｢賑わいエリア｣の整備手法を検討し、｢賑わいエリ



ア｣を整備する事業者募集を行う。 

・｢賑わいエリア｣の整備手法等については、民間事業者へのサウンディング調

査を行い、その結果を検証した上で決定する。 

・市場再整備工事期間においても本市場の営業が継続できる整備手法・整備手

順を選択するなど、市場事業者負担の軽減に配慮する。 

・整備手順については、民間事業者の提案を受け、市場営業への影響や整備事

業費等を比較衡量して判断する。 

 

６．中央卸売市場の再整備の実施主体と再整備後の運営 

・県は、中央卸売市場の再整備に必要となる用地取得を行う。 

・「市場エリア」については、県で整備を行い、県は土地・建物その他の施設を

保有し、市場事業者等に使用を認める。 

・「賑わいエリア」については、民間事業者による独立採算での整備を基本とし、

整備する施設や整備手法に応じて施設保有形態や運営手法を決定する。 

 

７．市場事業者団体との協働 

・中央卸売市場の再整備を円滑に推進するため、県と市場事業者団体等との間

で令和３年１２月２３日に締結した「中央卸売市場再整備に関する基本協定」

を基本方針の改正に伴い、変更する。 


